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• 訪問介護の業界は、年配の方が主力として働かれているケースが多く、子育て世代の方
で働いている方も多い。年配の方に負担がかかるのではと気にされて辞めるケースもある
が、子育てがひと段落してから戻ってくることも。

• 訪問介護の仕事は、シフト制ではなく、利用者とスケジュールを調整した上で訪問するの
で、子育てなど訪問介護員の都合に合わせて働く時間帯の調整がしやすい。ハローワー
クにもその点は強調して募集を出している。

• 事業所によっては、事務員の中に保育士の資格を持つ方がいて、仕事中の訪問介護員
のお子さんを一時的に預かるケースもある。保育士の資格を持っている同僚に預かって
貰うことで安心して訪問介護の仕事に出られるようだ。
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※支援者としての意見も含む
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１ 結婚後・出産後等の働き続ける職場環境づくりの取組み

２ 今後の課題等



１ 現状・実施している取組み
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２ 今後の課題等
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県内の採石（砂利採取業）経営者等を対象とした研修会の中で、出席者へアンケート調査を実施。
【現状・課題】

(質問②)(「質問①」で「人手不足対策」と回答した人に対し)
人材確保に向けて、どのような取組が必要だと思うか？
⇒回答６０件のうち、
１９件（３１．７％）が「休暇（育休・産休含む）を
取りやすい環境の整備」、
１２件（２０．０％）が「女性が働きやすい環境整備」
と回答。

(質問①)今後の採石(砂利採取)事業の経営・業務管理において、どんなことが課題だと感じているか？
⇒回答８４件のうち、６０件（７１．４％）が「人手不足対策、人材の確保」と回答（複数選択式）



【取組み】

(質問③) (「質問①」で「人手不足対策」と回答した経営者・管理職に対し)人材確保に向けて、会社として取り組
んでいることはあるか？（有効回答４８件）
⇒「ある」２６件（５４．２％）、「ない」２２件（４５．８％）

「ある」と回答した経営者、管理職の取り組み内容
【待遇関係】
・賃上げ（類似回答他７件）
・休日増（類似回答他１件）
・休暇の取りやすい環境整備

【その他】
・従業員とのコミュニケーション増
・採石場見学の受入れ
・インターンシップ受入れ

【求人関係】
・ハローワークでの人材募集（類似回答他２件）
・外国人の雇用（類似回答他２件）
・ホームページの活用、SNSの活用（類似回答他１件）
・友達等のリクルート、自衛隊退職者への求人
・退職者の再雇用
・地元出身者への勧誘等
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R6年度 R7年度



R6年度 R7年度



R6年度 R7年度



R6年度 R7年度



※「6.その他」は0件

R6年度

R7年度



R6年度 R7年度



R6年度 R7年度



担当課：商工政策課
商工振興金融課（金融業）

R6年度

R6年度 R7年度

R7年度

・「ア」の割合が前年度比で約15%増
⇒取得状況の改善が見られた。

・「イ」の割合が前年度比で約22%増
・「ア」、「イ」の合計の割合が全体の約67%に及んだ。
⇒新たな休暇制度の創設、既存の制度の拡充に前向きな
企業が増加。課題認識を持つ企業が増加。



・「エ」の割合が前年度比で約9%減
・「オ」の占める割合が前年度同様に
一番多く、半数以上に及ぶ。
⇒多様な働き方について考える企業が増えた。
一方で、フレックス勤務や在宅勤務等が
そぐわない企業も多い。

R6年度 R7年度
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※ヒゴロッカサミット2024の様子

セミナー

伴走支援

起業

ネットワーク化



こども・若者の夢づくりの後押し、環境づくりの促進



車両侵入防止ポール（八代市） 交差点改良

県営住宅の住戸改修のイメージ

（見守りが可能な対面キッチン）

空き家をこどもの学習スペースとしても利用
可能な交流施設に改修した例（多良木町）
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「こどもまんなか熊本」推進本部設置要項 

（趣 旨） 

第１条 この要項は、「こどもまんなか熊本」の実現に係る施策（新規・拡充を含

む）の推進、計画の策定、情報共有及び関係部局の連携等のために設置する「こ

どもまんなか熊本」推進本部（以下「推進本部」という。）の運営について必要

な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事項について審議を行う。 

（１）「こどもまんなか熊本」に係る施策（新規・拡充を含む）の推進に関す 

ること。 

（２）「こどもまんなか熊本・実現計画」の策定に関すること。 

（３）「こどもまんなか熊本」に係る情報共有及び関係部局の連携に関すること。 

（４）その他、「こどもまんなか熊本」の推進に必要な課題の共有と対応策の検討

に関すること。 

 

（推進本部） 

第３条 推進本部は、本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３ 本部員は、別表１に掲げる職員をもって構成する。 

４ 副本部長は、本部員のうちから副知事をもって充て、本部長に事故があった場

合は、副本部長が本部長の職務を代理する。 

５ 推進本部会議は、本部長が招集し、その進行は健康福祉部長が行う。 

６ 本部長は、必要と認めた場合、推進本部会議への関係者の出席又は関係資料の

提出を求めることができる。 

７ 推進本部会議は、原則として公開とする。ただし、本部長が公開を不適当と認

めるときは、非公開とする。 

 

（幹事会） 

第４条 推進本部の事務を補助させるため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。 

３ 代表幹事は、子ども未来課長を、幹事は別表２に掲げる職員をもって充てる。 

４ 幹事会は、代表幹事が招集し、これを主宰する。 

５ 代表幹事は、必要と認めた場合、幹事会への関係者の出席又は関係資料の提出

を求めることができる。 

６ 幹事会は、原則として非公開とする。 

 



（事務局） 

第５条 推進本部の事務局を、子ども未来課に置く。 

 

（雑 則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は別に

定める。 

 

附 則 

この要項は、令和６年（２０２４年）５月２０日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和６年（２０２４年）１０月１５日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和７年（２０２５年）５月２日から施行する。 

 

別表１ 

本部長 知事 

本部員 

副知事（副本部長） 

知事公室長 

総務部長 

企画振興部長 

理事（デジタル戦略担当） 

健康福祉部長 

環境生活部長 

商工労働部長 

観光文化部長 

農林水産部長 

土木部長 

教育長 

警察本部長 

 

別表２ 

代表幹事 子ども未来課長 

幹事 

知事公室 
秘書課長 

国際課長 

総務部 

人事課長 

私学振興課長 

市町村課長 



企画振興部 

企画課長 

地域振興課長 

交通政策課長 

デジタル戦略推進課長 

健康福祉部 

健康福祉政策課長 

子ども家庭福祉課長 

障がい者支援課長 

医療政策課長 

健康づくり推進課長 

環境生活部 

環境政策課長 

くらしの安全推進課長 

男女参画・協働推進課長 

人権同和政策課長 

商工労働部 
商工政策課長 

労働雇用創生課長 

観光文化部 観光文化政策課長 

農林水産部 農林水産政策課長 

土木部 

監理課長 

道路保全課長 

住宅課長 

教育委員会事務局 

教育政策課長 

高校教育課長 

特別支援教育課長 

学校安全・安心推進課長 

義務教育課長 

社会教育課長 

県警本部 総務課長 

 

幹事 


